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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
に
よ
り
、
保
健
所
の
業
務
が
逼
迫
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
保
健
所
の
業
務
の
中
で
優

先
度
の
低
い
も
の
に
つ
い
て
、
廃
止
す
る
な
ど
の
業
務
効
率
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

保
健
所
の
業
務
効
率
化
の
た
め
の
業
務
見
直
し
を
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
進
め
て
き
た
か
。 

二 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
）
感
染
症
の
自
立
支
援
医
療
は
、
有
効
期
間
が
一
年
で
あ
り
、
毎
年
更
新
の
手
続
き

が
必
要
で
あ
る
。
保
健
所
の
業
務
が
逼
迫
し
て
い
る
中
で
は
有
効
期
間
を
複
数
年
に
延
ば
す
か
、
必
要
で
な
く
な
っ
た
と
き

に
返
納
す
る
な
ど
、
一
年
更
新
の
制
度
を
改
め
る
こ
と
を
提
案
す
る
が
政
府
の
見
解
如
何
。 

三 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
入
院
医
療
費
に
つ
い
て
、
陽
性
と
な
っ
た
後
の
入
院
費
や
治
療
費
、
病
院
か
ら
提
供
さ

れ
る
食
事
代
等
に
つ
い
て
は
、
公
費
負
担
と
な
る
こ
と
が
原
則
だ
が
、
患
者
及
び
生
計
を
同
一
に
す
る
世
帯
員
全
て
の
市
町

村
民
税
の
所
得
割
額
を
合
算
し
た
額
が
五
十
六
万
四
千
円
を
超
え
る
方
は
、
入
院
費
や
治
療
費
等
に
お
い
て
、
月
額
二
万
円

を
上
限
に
自
己
負
担
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
保
健
所
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性
者
か
ら
課
税
証
明
書
な
ど
を

取
り
付
け
る
必
要
が
あ
り
、
業
務
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
保
健
所
の
業
務
が
逼
迫
し
て
い
る
中
で
は
、
治
療
費
の
所
得
制
限

を
廃
止
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
が
政
府
の
見
解
如
何
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